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４
月
か
ら「
限
度
額
適
用
認
定

証
」を
医
療
機
関
に
提
示
す
る
こ

と
で
、
入
院
時
の
窓
口
で
の
支
払

い
が
自
己
負
担
限
度
額
ま
で
と
な

り
ま
す
。「
限
度
額
適
用
認
定
証
」

は
、
入
院
前
に
交
付
を
受
け
る
必

要
が
あ
り
ま
す
の
で
、
事
前
に
町

役
場
へ
申
請
を
し
て
く
だ
さ
い
。 

 

▼
対
象
者
　
大
磯
町
国
民
健
康
保

険
に
加
入
し
て
い
る
70
歳
未
満

の
方 

 

▼
手
続
に
必
要
な
も
の 

・
国
民
健
康
保
険
証 

・
印
鑑 

※
70
歳
未
満
で
も
老
人
保
健
に
該

当
さ
れ
て
い
る
方
は
対
象
に
な

り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
保
険
税
に

滞
納
が
あ
る
と
交
付
で
き
な
い

場
合
が
あ
り
ま
す
。 

※
外
来
や
複
数
の
医
療
機
関
へ
の

支
払
い
で
自
己
負
担
限
度
額
を

超
え
る
場
合
は
、
こ
れ
ま
で
ど

お
り
あ
と
か
ら
申
請
し
て
支
給

を
受
け
る
形
に
な
り
ま
す
。 

 

◎
問
い
合
わ
せ
　
町
民
課 

　
☎
内
線
２
４
７
・
２
７
４
　
　

　
　
　 

 

　
町
で
は
現
在
、
次
の
支
払
い
に
つ

い
て
、
口
座
振
替（
自
動
引
き
落
し
）

制
度
が
利
用
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て

い
ま
す
。
一
度
登
録
す
れ
ば
、
変
更

が
な
い
限
り
翌
年
以
降
も
継
続
し
、

支
払
い
を
忘
れ
る
心
配
が
な
く
大
変

便
利
で
す
の
で
、
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ

さ
い
。 

・
個
人
町
県
民
税（
普
通
徴
収
分
） 

・
固
定
資
産
税 

・
軽
自
動
車
税 

・
国
民
健
康
保
険
税 

・
保
育
園
保
育
料 

・
幼
稚
園
保
育
料 

・
し
尿
処
理
手
数
料 

・
介
護
保
険
料 

・
下
水
道
受
益
者
負
担
金 

　
申
し
込
み
は
、
自
分
の
預
貯
金
口

座
が
あ
る
金
融
機
関
等
の
窓
口
で
直

接
行
え
ま
す
。
そ
の
際
、
通
帳
の
印

鑑
、
納
入
通
知
書
を
お
持
ち
く
だ
さ

い
。 

 

申
込
む
際
の
注
意
事
項 

○
固
定
資
産
税
な
ど
２
名
以
上
の
共

有
者
で
所
有（
課
税
）し
て
い
る
場

合
は
、
個
人
分
と
は
別
に
、
共
有

分
と
し
て
も
新
た
に
振
替
依
頼
書

を
提
出
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。 

○
引
き
落
し
日（
納
付
期
限
日
）に
残

高
が
不
足
し
て
い
る
と
、
未
納
と

な
り
ま
す
の
で
、
前
日
ま
で
に
必

ず
残
高
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

再
度
、
引
き
落
し
を
行
う
こ
と
は

な
く
、
後
日
、
発
行
す
る
納
付
書

で
の
支
払
い
と
な
り
ま
す
。 

○
振
替
依
頼
書
の
提
出
は
、
納
付
日

の
２
か
月
前
ま
で
に
お
願
い
し
ま

す
。
こ
の
期
間
は
、
金
融
機
関
で

の
印
鑑
等
の
確
認
や
役
場
で
の
登

録
変
更
を
確
実
に
行
う
た
め
に
要

す
る
も
の
で
す
。 

 

※
取
り
扱
い
金
融
機
関
等 

　
中
南
信
用
金
庫
、
横
浜
銀
行
、

み
ず
ほ
銀
行
、
三
菱
東
京
Ｕ
Ｆ

Ｊ
銀
行
、
ス
ル
ガ
銀
行
、
三
井

住
友
銀
行
、
湘
南
農
業
協
同
組

合
、
平
塚
信
用
金
庫
、
さ
が
み

信
用
金
庫
、
中
栄
信
用
金
庫
、

郵
便
局 

 

◎
問
い
合
わ
せ 

　
会
計
課
　
☎
内
線
２
７
７ 

３回目までの限度額 所得区分 

80,100円＋（医療費－267,000円）×１％ 

４回目以降の 
限度額※２ 

44,400円 一　　般 

150,000円＋（医療費－500,000円）×１％ 83,400円 上位所得者※１ 

35,400円 24,600円 住民税非課税世帯 

国保 

自己負担限度額（月額） 

※１…基礎控除後の総所得金額が600万円を超える世帯 
※２…過去12か月間に、ひとつの世帯での支給が４回以上あった場合の４回目 
　　　以降の限度額 

支
払
い
は
、 

口
座
振
替（
引
き
落
し
）を
！ 

便
利
な 
入
院
時
の
窓
口
で
の 

　
　
　
　
支
払
が
軽
減
！ 

国
民
年
金
保
険
料
が
変
わ
り
ま
す 

　
国
民
年
金
の
保
険
料
は
、
４
月
か

ら
月
額
１
４
，１
０
０
円
に
変
更
に

な
り
ま
す
。 

　
通
常
の
口
座
振
替
の
方
は
５
月
末

か
ら
、
早
割
の
口
座
振
替
の
方
は
４

月
末
か
ら
引
落
し
金
額
が
変
わ
り
ま

す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。 

 

学
生
の
猶
予
申
請
は 

　
　
　
　
　
４
月
か
ら
！ 

　
学
生
本
人
の
所
得
が
118
万
以
下
で

学
生
納
付
特
例
を
希
望
す
る
場
合
は
、

申
請
書
を
提
出
し
承
認
さ
れ
る
と
国

民
年
金
保
険
料
の
納
付
が
猶
予
さ
れ

ま
す
。
た
だ
し
昨
年
猶
予
を
受
け
た

方
も
、
学
生
納
付
特
例
を
希
望
す
る

場
合
は
必
ず
申
請
を
し
て
く
だ
さ
い
。 

　
申
請
の
際
に
は
、
年
金
手
帳
・
印

か
ん（
本
人
が
署
名
す
る
場
合
に
は

不
要
）・
在
学
証
明
書
ま
た
は
学
生

証（
コ
ピ
ー
可
）を
用
意
し
て
役
場
ま

た
は
支
所
で
手
続
き
し
て
く
だ
さ
い
。 

 

◎
問
い
合
わ
せ 

　
町
民
課
　
☎
内
線
２
７
５ 


